
 

平成２４年度高知県公立小・中学校（高知市立養護学校を含む） 

        及び高知県立学校教頭・主幹教諭任用候補者選考審査実施要項                                                                                                   

１ 目  的                                                                   

  この選考審査は、平成２４年度の高知県公立小・中学校（高知市立養護学校を含む。）及び

高知県立学校の教頭又は主幹教諭の任用候補者を選考するための資料を得ることを目的とする。 

  なお、教頭任用を志望しない場合の主幹教諭の任用候補者選考については、別途定める主幹

教諭任用候補者選考審査実施要項の定めるところによる。                                                                     

 

２  選考審査の対象者                                                     

次の(1)から(3)までの職員で、下のア又はイの要件のいずれかに該当し、かつ、平成２４年

４月１日現在の年齢が小・中学校（高知市立養護学校を含む。）を受審する者にあっては３８

歳以上、県立学校を受審する者にあっては４３歳以上の者とする。  

（対象職員） 

(1)   高知県内の公立学校の教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、実習助手、寄宿舎指導員、

学校栄養職員その他の学校に置かれる職に在職している者（国立大学法人高知大学の附属

学校においては教頭、部内教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、実習

助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員とし、また、高知県からの県外人事交流及び在外教育

施設派遣中の者を含む。） 

(2)  高知県内の市町村（学校組合）教育委員会の事務局若しくは教育機関（学校を除く。以下

同じ。）又は独立行政法人の教育機関、高知県の出先機関若しくは高知県知事の所管する団

体等に勤務する職員 

  (3)  高知県教育委員会の事務局又は教育機関に勤務する職員（高知県教育長が教頭に相当する

職と認める職に平成２４年３月末で通算して２年以上在職する者を除く。） 

（要件） 

ア 教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）による教諭の普通免許状を有し、平成 

２４年３月末で、学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第２０条に規定す

る職（以下「教育に関する職」という。）に５年以上ある者  

  イ 平成２４年３月末で、教育に関する職に１０年以上ある者  

  

３ 選考審査の区分  

   次にあげる者については、別途定める特別選考審査要項による特別選考審査とし、その他の 

ものについては「６ 選考審査」に規定する選考審査（一般選考審査）とする。 

ア 高知県の出先機関又は高知県知事の所管する団体等に勤務する職員          

イ アにあげる者のほか、「２ 選考審査の対象者」の(2)にあげる者のうち、別途定める職

に在職する者 

  ウ 高知県教育委員会の事務局又は教育機関に勤務する職員 

 

４  出願手続等                                                                 

 (1)  願書等の提出                                                             

   選考審査への出願は、小・中学校又は県立学校のいずれか一つに限って出願するものとし、

出願に当たっては次の書類を学校長又は所属長に提出するものとする。 

 ただし、平成２３年度任用候補者選考審査【平成２２年度実施】に平成２２年に出願した

者の同審査の結果は２年間有効であり（校長推薦による受審で「最終面接審査受審対象者」と

ならなかった者を除く）、本年度の出願を要しない。 



 

   ア  選考審査願書                                                          

    イ  自己評価書（本人密封）                                               

(2)  願書等の進達                                                             

      (1)により願書等の提出を受けた学校長又は所属長は、提出期限までに市町村（学校組合）立 

学校にあっては市町村（学校組合）教育長を経由し、また、県立学校長及びその他の所属長に

あっては直接、高知県教育委員会事務局教育政策課長あて送付するものとする。                    

 (3)  提出期限                                                                 

①一般選考審査：平成２３年８月１２日（金）（必着） 

②特別選考審査：提出時期を含め、別途所属長あて通知する。 

 

５ 所見書（評価書）の提出                                                     

(1)  高知県教育長は、選考審査の出願者（平成２３年度任用候補者選考審査【平成２２年度実施】

のうち「最終面接審査受審対象者」となった者を含む。）について、市町村（学校組合）立

学校の職員にあっては学校長及び市町村（学校組合）教育長に、県立学校の職員にあっては

学校長に、その他の職員にあっては所属長に、所見書の提出を求める。                                

  (2)  所見書の様式及び提出時期については、別途通知する。              

 

６ 選考審査                                                                   

   選考審査は、下記(1)の第一次審査及び(2)の最終面接審査により行う。                      

 (1)  第一次審査                                                                 

   ① 筆記審査  

     (ⅰ) 審査日時 ： 平成２３年９月４日（日）                                         

          ９：５０～１０：２０  受 付                                         

          １０：２０～１０：３０  説 明                                         

          １０：３０～１１：３０  筆記審査（法令問題等）              

    (ⅱ) 審査会場 ： ① 高知県教育センター本館   

                   高知市大津乙１８１ 

                          【連絡先】高知県教育委員会事務局教育政策課   

  TEL 088-821-4568 

② 西部教育事務所 

四万十市中村山手通１９ 

【連絡先】高知県教育委員会事務局教育政策課   

TEL 088-821-4568 

    （ⅲ) その他  ： 出題傾向等については、教育政策課のホームページに掲載する。 

    ② 第一次面接審査                                                               

審査日時及び審査会場については別途通知する。（１０月下旬頃実施予定） 

   

 (2) 最終面接審査 

第一次審査における筆記審査、第一次面接審査及び所見書等による総合的な選考により「最 

終面接審査受審対象者」を決定し、当該者（平成２３年度選考審査【平成２２年度実施】に

平成２２年に出願し「最終面接審査受審対象者」となった者を含む。）を対象に実施する。 

最終面接審査日時及び審査会場は、別途通知する。 

 

(3)  審査結果の有効期間 

平成２４年度任用候補者選考審査【平成２３年度実施】に平成２３年に出願した者の筆記

審査及び第一次面接審査の結果は、２年間継続するものとし、有効期間内における当該者の



 

選考については､この審査結果を活用する。 

 

(4) その他 

平成２３年度任用候補者選考審査【平成２２年度実施】に平成２２年に出願した者の同審

査の結果は２年間有効であり、当該者については、その審査結果をもって(1)①及び②に代え

て選考する。また、同審査において「最終面接審査受審対象者」となった者については、第

一次審査は行わない。 

 

７ 校長の推薦による受審の特例 

(1)  選考審査の特例の対象となる者 

    「２ 選考審査の対象者」の(1)にあげる者のうち、現所属の校長から推薦を受けた者。 

ただし、これによる受審は、各校（分校を含む。）につき１名以内とする。 

(2)  出願手続等 

「４ 出願手続等」と同じ。 

  (3)  教頭任用候補者推薦書（校長の推薦による受審用）の提出 

被推薦者の現所属の校長が推薦書を作成し、上記(2)に従い提出期限までに提出すること。 

(4)  審査内容 

    ① 第一次審査 

「６ 選考審査」の(1)①筆記審査と同じとし、(1)②第一次面接審査は免除する。 

   ② 最終面接審査 

      第一次審査における筆記審査及び所見書等による総合的な選考により「最終面接審査受

審対象者」を決定し、当該者を対象に実施する。審査日時及び審査会場は、「最終面接審

査受審対象者」に別途通知する。 

(5)  審査結果の有効期間 

        特例受審の場合においては、筆記審査の結果の有効期限は当該年度のみとする。 

 

８ 主幹教諭への任用等について 

  (1) 主幹教諭については、教頭任用候補者選考審査の「最終面接審査受審対象者」となった者

で、次のいずれにも該当する者のうちから任用するものとする。 

ア 教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）による教諭の普通免許状を有する者 

イ 高知県内の公立学校又は国立大学法人高知大学の附属学校の教諭として在職している者 

なお、主幹教諭は、２年間以上の勤務実績を経て、以後教頭任用の資格を有する者となる。

その後の教頭任用に当たっては、当該者の意思及び適性等を面接などにより確認したうえで

任用の判断を行う。 

   (2)  教頭・主幹教諭への任用に当たっては、出願した校種と異なる校種に任用される場合があ

る。 

 

９ その他 

  上記１から８までに規定するもののほか、教頭任用の選考の取扱いについては、次のとおりと 

する。（高知県内の公立学校の教頭の在職歴があり、選考の必要なく任用の対象となる場合を除 

く。） 

ア 高知県教育委員会の事務局又は教育機関に勤務する職員のうち、高知県教育長が教頭に相  

当する職と認める職に平成２４年３月末で通算して２年以上在職する者については、教頭任

用の候補者とする。 

イ 高知県内の公立学校の主幹教諭等として２年間以上の勤務実績により教頭任用資格を有す

る者については、別途所属長あて通知する。 


